
2021 年 5 月 20 日 

株式会社 東京サマーランド 

ドッグランパスポート（平日会員）の利用規約改定に」ついて 

 

 

 

１．休会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．退会について 
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16条　休会　　　　　　　　 16条　休会　　　　　　　　

(1)平日会員は、各月の20日（20日が休園日の場合翌営業日）までに当社に所定の休会届を提出すること (1)平日会員は、各月の20日（20日が休園日の場合翌営業日）までに当社に所定の休会届を提出すること

により、翌月から休会することができます。当社の事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いにな により、翌月から休会することができます。当社の事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いにな

ります。 ります。

(2)一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は当社の定める金額とします。休会 (2)一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会最終月の20日までに休会期間の延長

最終月の20日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能 を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。（最長で連続６ヶ月間までとします）

です。（最長で連続６ヶ月間までとします） (3)休会中の会員費（会員管理料）月500円（税込）をお支払いいただきます。

(4)休会中のご利用については細則「休会中のご利用について」をご確認ください。

現行 改定後

17条　退会　　　　　　　　 17条　退会　　　　　　　　

平日会員は、各月の20日（20日が休館日の場合翌営業日）までに当社に所定の退会届を提出すること 平日会員は、各月の20日（20日が休館日の場合翌営業日）までに当社に所定の退会届を提出すること

により、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。20日を過ぎた により、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。20日を過ぎた

場合は、当社の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、当社が退会届を受領しない限り会費支 場合は、当社の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、当社が退会届を受領しない限り会費支

払義務は発生するものとします。 払義務は発生するものとします。

退会後、再入会する場合、入会者様のお名前が異なる場合でも同一住所、同じ愛犬（犬種、各種証明証

等で確認させていただきます）が入会する場合は、初月無料の特典は適用されません。

現行 改定後



 

３．平日会員の優待サービスのお知らせ （料金は全て税込価格） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．休会中のご利用についてのお知らせ 

 

 

 

 

 

５．規約の改定日 

  ドッグランパスポート（平日会員）の利用規約の改定日 2021 年 5 月 20 日 

  ※2021 年 5 月 19 日現在の会員様は、2021 年 6 月 20 日より施行されます。 
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入園料 会員本人、登録同伴者　750円／会員登録犬1頭 　750円（2頭目以降は450円）

駐車料 普通車1台　700円

ドッグプール利用料 一般通常料金　（時期により料金等が異なるため公式サイトでご確認ください）

駐車料 平日に限り無料

アゼキリ（レストラン） お食事代金の総額から5%分を割引

土・日・祝および旧盆時期等の当社が定めた特定日のご入園料金

会員本人、登録同伴者　450円　／　会員登録犬　450円

※駐車料金の優待はございません。（1日/普通車1台700円）

①夏季料金設定期間の平日に限り　会員登録犬1頭につき1,300円

（プールのご利用方法は時期により異なるため公式サイトでご確認ください。）

②会員様は事前購入の必要はありません。ご利用当日現地にてお買い求めください。

※土・日・祝および旧盆時期等の当社が定めた特定日の優待はございません。

平日以外（特定日含む）のご利用

ドッグプールの利用


